
議案第52号 

 

つくば市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和５年６月１日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青 

 

 

つくば市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

つくば市印鑑条例（平成２年つくば市条例第31号）の一部を次のように改正する。 

 第14条第２項中「個人番号カード」の次に「（以下「個人番号カード」という。）」

を、「平成14年法律第153号」の次に「。以下「公的個人認証法」という。」を加え、

「署名用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ」を「個人番号カード

用署名用電子証明書が記録されているものに限る」に改める。 

 第15条の２中「個人番号カード」の次に「（公的個人認証法第22条第１項に規定

する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。）」

を加え、「同条第１号に規定する多機能端末機」を「同条例第２条第１号に規定す

る多機能端末機（以下「多機能端末機」という。）」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（提案理由） 

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正



に伴い、当該改正箇所を引用している条文があるため、この条例案を提出するもの

である。 

 



議案第52号資料 
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つくば市印鑑条例（平成２年つくば市条例第31号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条―第１３条 （略） 第１条―第１３条 （略） 

（印鑑登録証明書の交付申請） （印鑑登録証明書の交付申請） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規

定する個人番号カード（以下「個人番号カード」という。）（電子署名等に係る

地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号。

以下「公的個人認証法」という。）第３条第７項の規定により同条第１項に規定

する個人番号カード用署名用電子証明書が記録されているものに限る。）を用い

て、当市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって印

鑑登録証明書の交付申請に用いるものに、暗証番号その他必要な事項を入力する

ことにより印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、印鑑登録証の添付を要しな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規

定する個人番号カード                 （電子署名等に係る

地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号 

               ）第３条第７項の規定により同条第１項に規定

する署名用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ   。）を用い

て、当市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって印

鑑登録証明書の交付申請に用いるものに、暗証番号その他必要な事項を入力する

ことにより印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、印鑑登録証の添付を要しな

い。 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） （多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第１５条の２ 前２条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、住民基本台帳カード（つ

くば市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例（平成27年つくば

市条例第41号）による廃止前のつくば市住民基本台帳カードの利用に関する条例

（平成23年つくば市条例第23号）第２条に規定するサービスを受けるために必要

となる情報を記録したものに限る。）又は個人番号カード（公的個人認証法第22

条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されている

ものに限る。）を用いて同条例第２条第１号に規定する多機能端末機（以下「多

機能端末機」という。）により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。 

第１５条の２ 前２条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、住民基本台帳カード（つ

くば市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例（平成27年つくば

市条例第41号）による廃止前のつくば市住民基本台帳カードの利用に関する条例

（平成23年つくば市条例第23号）第２条に規定するサービスを受けるために必要

となる情報を記録したものに限る。）又は個人番号カード          

                                    

       を用いて同条第１号に規定する多機能端末機         

           により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。 
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第１６条 （以下略） 第１６条 （以下略） 

 


